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序章  計画策定の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

 わが国は国民皆保険制度のもと、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成し

てきました。しかしながら、急速な少子高齢化、生活や意識の変化など、大きな環境

変化に直面しており、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、

その構造改革が急務となっています。このような状況に対応するため「高齢者の医療

の確保に関する法律」に基づき、平成２０（２００８）年度より保険者は、４０歳以

上７５歳未満の被保険者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査及び

特定保健指導の実施が義務付けられました。 

 本計画は、第２期における特定健康診査及び特定保健指導の実施結果等を踏まえ、

計画の見直しを行い、新たに第３期計画を策定するものです。 

 

２ 特定健診・特定保健指導の対象となる生活習慣病対策の必要性 

 高齢化の急速な進展と食事等生活習慣の変化に伴い疾病構造も変化し、疾病全体に

占める悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加

しています。医療費に占める生活習慣病の割合は、入院・入院外とも全体の約３割を

占めており死亡割合においても全体の約６割が生活習慣病となっている状況です。 

 



 - 2 - 

生活習慣病の中で、特に心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な因子である糖尿病、

高血圧症、高脂血症等の有病者やその予備群が増加しており、またその発症前の段階

であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者と予備群と考

えられる者を合わせた割合は、国全体で男女とも４０歳以上になると高くなり、男性

では２人に１人、女性では５人に１人の割合に達しています。 

 

 

 

平成２７（２０１５）年度国民健康・栄養調査より 
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受診の状況は、高齢者になると生活習慣病の外来受診率が増加し、７５歳頃を境に

生活習慣病を中心とした入院受療率が高くなっています。これは、各個人の不適切な

食生活や運動不足等の不健康な生活習慣が、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症

等の生活習慣病の発症を招き、外来通院や服薬等が始まった後も生活習慣の改善が無

いまま重症化してしまい、心疾患や脳血管疾患等を発症し入院となるためです。 

このため、若い世代から生活習慣の改善や生活習慣病予防対策を進め、糖尿病等を

発症しない境界域で留めることができれば、通院患者を減らしたり、重症化や合併症

の発症を抑え入院患者を減らしたりすることができ、生活の質の維持及び向上を図り

ながら医療費の抑制を図ることができます。 

特定健診・特定保健指導の対象となる生活習慣病の種類には、高血圧、脂質異常症、

糖尿病等があり、内臓脂肪の蓄積に起因するものとされています。 

これは、生活習慣病の発症が内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に加え、高血糖、

高血圧症、高脂血症の状態が重なると、心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くな

るというメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念に基づくものです。 

特定健康診査及び特定保健指導は、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活の定

着等の生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の生活習慣病や心疾患、脳血管疾

患等の発症リスクの軽減を図るものです。 

  

３ 計画の位置づけ 

  本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第１９条１項の規定に基づき、特定

健康診査等基本指針に即して５年を１期として策定したもので、策定に当たっては、

さくら市振興計画及び健康２１さくらプランにおける取り組みと調和の取れたものと

します。なお、上記指針の変更に即し、第３期計画より６年を１期として策定します。 

 

４ 計画の期間 

 この計画の期間は、平成３０（２０１８）年度から２０２３年度までとし、６年ご

とに見直しを行います。 

 

５ さくら市における現状 

 

○さくら市の国民健康保険被保険者の状況 

 

 さくら市の人口は、平成２９（２０１７）年４月１日現在で４４，３１２人となっ

ており、このうち国民健康保険被保険者は、１０，２５４人で、全人口の２３．１４％

となっています。 

 また被保険者のうち、特定健康診査及び特定保健指導の対象となる４０歳以上７５

歳未満の被保険者は、７，６４４人で全体の約７４．５５％を占めています。 

  

① 医療費の状況 

さくら市の平成２７（２０１５）年度国民健康保険の総医療費（療養諸費）は、約

３６億円、１人当たりの医療費は一般被保険者で約３２万円、退職被保険者で約３７

万円となります。 
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○国民健康保険平均被保険者数と療養諸費の推移    

年 度 被保険者数 

年間平均 

一般（人） 

被保険者数 

年間平均 

退職（人） 

医療費総額 

一般（千円）  

医療費総額 

退職（千円） 

１人当たり

の医療費 

一般（円） 

1人当たり

の医療費 

退職（円） 

23(2011) 11,211 770 3,052,950 273,620 200,825 354,867 

24(2012) 11,093 795 3,043,897 272,897 274,398 343,267 

25(2013) 11,039 775 3,168,421 268,711 287,021 346,725 

26(2014) 10,895 635 3,304,368 236,451 303,292 372,365 

27(2015) 10,715 465 3,389,828 172,528 316,363 371,029 

平成２８（２０１６）年度版 目で見る栃木県の医療費状況より  

被保険者数は一般、退職ともに増加傾向にあり、特に一般被保険者の１人当たりの

医療費は年々増加しています。 

また、死因別死亡割合と、特定健診・特定保健指導の対象となる生活習慣病の費用

の割合は、医療費総額の４割近くを占めています。構成割合は下記のとおりです。 

 

② 死因別死亡割合と生活習慣病関連疾病の受診状況 

 

○さくら市における男女別死因別死亡割合 

死   因 総   数 男   性 女   性 

悪性新生物 112人 26.6％ 68人 30.6％ 44人 22.1％ 

心 疾 患 65人 15.4％ 27人 12.1％ 38人 19.0％ 

脳血管疾患 58人 13.7％ 30人 13.5％ 28人 14.0％ 

そ の 他 186人 44.3％ 97人 43.8％ 89人 44.9％ 

合   計 421人 100.0％ 222人 100.0％ 199人 100.0％ 

平成２７（２０１５）年度版栃木県人口動態統計より 

   

さくら市における死因別死亡割合　平成２７(２０１５)年度

26.6％

15.4％

13.7％

44.3％

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

その他
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○医療費における生活習慣病が占める費用額の割合 

平成２８（２０１６）年５月診療          ５０２，９７４，２３０円 

生活習慣病等３７．４８％ 

（１８８，５１４，７４１円） 

が ん １１．２２％ 

（５６，４３３，７０９円） 

その他  ５１．３０％ 

（２５８，０２５，７８０円） 

平成２８（２０１６）年度版 目で見る栃木県の医療状況より 

                                

 

○上記費用額の内訳 

 
疾 病 名 構 成 割 合 （％） 費 用 額 （円） 

１ 生活習慣病等 ３７．４８  

 

高血圧性疾患 ９．４２ ４７，３８０，１７２ 

腎 不 全 ５．９０ ２９，６７５，４８０ 

虚血性心疾患等 ５．０２ ２５，２４９，３０６ 

糖 尿 病 ４．１８ ２１，０２４，３２３ 

脳 疾 患 ４．０９ ２０，５７１，６４６ 

歯肉炎及び歯周疾患 ３．４０ １７，１０１，１２４ 

脳梗塞以外の脳疾患 ２．４７ １２，４２３，４６３ 

脂質異常症 ２．０３ １０，２１０，３７７ 

骨粗鬆症等 ０． ７３ ３，６７１，７１２ 

肝 疾 患 ０．１２ ６０３，５６９ 

動 脈 硬 化 ０．１２ ６０３，５６９ 

２ が   ん １１．２２ ５６，４３３，７０９ 

３ そ の 他 ５１．３０ ２５８，０２５，７８０ 

 
平成２８（２０１６）年 

５月診療分 
１００．００ ５０２，９７４，２３０ 

平成２８（２０１６）年度版目で見る栃木県の医療状況より 
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③ 特定健康診査の受診状況 

 

○性別・年齢階層別 特定健診対象者数・受診者数及び受診率の推移 

 

 （Ｎ ＝ 対象者数合計）男性 

 

平成 25（2013）年度 

Ｎ＝3,934 

平成 26（2014）年度 

Ｎ＝3,901 

平成 27（2015）年度 

Ｎ＝3,801 

平成 28（2016）年度 

Ｎ＝3,665 

受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 

40～44歳 61 19.4 73 24.0 78 26.9 74 24.6 

45～49歳 66 26.2 72 26.3 71 26.9 55 21.7 

50～54歳 56 20.8 64 24.7 70 28.8 68 28.0 

55～59歳 118 30.6 115 33.5 109 35.0 94 34.3 

60～64歳 325 38.6 295 39.1 263 39.2 231 40.7 

65～69歳 434 44.3 483 45.3 577 49.4 540 46.0 

70～74歳 402 45.1 419 46.6 410 48.1 422 49.6 

  計 1,462  37.2 1,521 39.0 1,578 41.5 1,484 40.5 

 

（Ｎ ＝ 対象者数合計）女性 

 

平成 25（2013）年度 

Ｎ＝3,934 

平成 26（2014）年度 

Ｎ＝3,901 

平成 27（2015）年度 

Ｎ＝3,801 

平成 28（2016）年度 

Ｎ＝3,665 

受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 

40～44歳 56 22.9 63 24.8 81 33.1 61 28.4 

45～49歳 61 30.2 67 33.2 69 32.1 62 29.5 

50～54歳 78 34.2 67 31.2 78 39.6 72 40.2 

55～59歳 164 38.3 150 39.6 152 45.9 133 45.4 

60～64歳 418 47.0 373 45.5 365 48.8 298 45.2 

65～69歳 481 48.7 528 48.8 617 52.1 634 52.7 

70～74歳 399 46.2 414 47.4 419 50.9 417 49.4 

  計 1,657 43.1 1,662 43.5 1,781 47.6 1,677 46.5 

 

（Ｎ ＝ 対象者数合計）総計 

 

平成 25（2013）年度 

Ｎ＝3,934 

平成 26（2014）年度 

Ｎ＝3,901 

平成 27（2015）年度 

Ｎ＝3,801 

平成 28（2016）年度 

Ｎ＝3,665 

受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 受診者数(人) 受診率(％) 

40～44歳 117 20.9 136 24.4 159 29.7 135 26.2 

45～49歳 127 28.0 139 29.2 140 29.2 117 25.2 

50～54歳 134 27.0 131 27.6 148 33.6 140 33.2 

55～59歳 282 34.6 265 36.7 261 40.7 227 40.0 

60～64歳 743 42.9 668 42.4 628 44.3 529 43.1 

65～69歳 915 46.5 1,011 47.0 1,194 50.7 1,174 49.4 

70～74歳 801 45.7 833 47.0 829 49.5 839 49.5 

  計 3,119 40.1 3,183 41.2 3,359 44.5 3,161 43.5 

国保連合会法定報告結果集計より 
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④ 特定保健指導の実施状況 

 

○保健指導実施状況の推移 

  
平成 25年度 

(2013年度) 

平成 26年度 

(2014年度) 

平成 27年度 

(2015年度) 

平成 28年度 

(2016年度) 

動機付け支援対象者数（人） ２８３ ２６３ ２９２ ２８２ 

実施者数（人） １５７ ９０ １６６ １８２ 

実施率（%） ５５．５ ３４．２ ５６．８ ６４．５ 

積極的支援対象者数（人） １０５ ９５ １０２ ８６ 

実施者数（人） ６６ ３９ ４３ ４３ 

実施率（%） ６２．９ ４１．１ ４２．２ ５０．０ 

保健指導対象者数（人） ３８８ ３５８ ３９４ ３６８ 

実施者数（人） ２３３ １２９ ２０９ ２２５ 

実施率（%） ５７．５ ３６．０ ５３．０ ６１．１ 

 

○特定保健指導対象者の減少率推移 

  
平成 20年度 

(2008年度) 

平成 25年度 

(2013年度) 

平成 26年度 

(2014年度) 

平成 27年度 

(2015年度) 

平成 28年度 

(2016年度) 

住民基本台帳人口（人） 

（Ａ） 
４２，７３９ ４４，２８４ ４４，３６９ ４４，３６２ ４４，４３０ 

特定健診受診者数（人） 

（Ｂ） 
２，８０１ ３，１１９ ３，１８３ ３，３５９ ３，１６１ 

保健指導対象者数（人） 

（Ｃ） 
４０１ ３８８ ３５８ ３９４ ３６８ 

対象者の割合（％） 

（Ｄ＝Ｃ/Ｂ） 
１４．３ １２．４ １１．２ １１．７ １１．６ 

対象者推定数（人） 

（Ｅ＝Ａ＊Ｄ） 

６，１１２ 

(Ｆ) 
５，４９１ ４，９６９ ５，１９０ ５，１５４ 

平成２０（２００８）年度比 

減少率（％） 

（Ｇ＝（Ｆ－Ｅ）/Ｆ） 

 １０．２ １８．７ １５．１ １５．７ 
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第１章  達成しようとする目標 

 

１．特定健康診査の実施に係る目標 

 

２０２３年度における特定健康診査の実施率を６０．０％とします。 

この目標を達成するために、平成３０（２０１８）年度以降の各年度の実施率 

（目標）を以下のように定めます。 

 

目標実施率                              （％)   

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

(参考） 

国の参酌標準 

実施率 ５０．０ ５５．０ ６０．０ ６０．０ ６０．０ ６０．０  ６０．０ 

 

 

２．特定保健指導の実施に係る目標 

 

２０２３年度における特定保健指導の実施率を６５．０％とします。 

この目標を達成するために、平成３０（２０１８）年度以降の各年度の実施率 

（目標）を以下のように定めます。 

 

目標実施率                              （％)   

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

(参考） 

国の参酌標準 

実施率 ６０．０ ６２．５ ６５．０ ６５．０ ６５．０ ６５．０  ６０．０ 

 

 

３．特定健診・特定保健指導の成果に関する目標 

  

２０２３年度における特定保健指導対象者減少率を平成２０（２００８）年度比

で２５％減少とします。 

この目標を達成するために、平成３０（２０１８）年度以降の各年度の減少率 

（目標）を以下のように定めます。 

 

目標減少率                              （％)   

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

(参考） 

国の参酌標準 

減少率 １７．０ １８．６ ２０．２ ２１．８ ２３．４ ２５．０  ２５．０ 
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第２章  特定健康診査等の対象者数 

 

１．特定健康診査の対象者数 

 

平成３０（２０１８）年度における特定健康診査の対象者数は７，７２２人で、 

２０２３年度の対象者数は７，８３９人と推計されます。 

 

◆特定健康診査の対象者数（推計）                  

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

40歳～74歳国民健康 

保険加入者数(人) 
７，７２２ ７，７１９ ７，７４５ ７，８０１ ７，８８８ ７，８３９ 

目標実施率（％） ５０．０ ５５．０ ６０．０ ６０．０ ６０．０ ６０．０ 

目標実施者数(人) ３，８６１ ４，２４５ ４，６４７ ４，６８１ ４，７３３ ４，７０３ 

 

２．特定保健指導の対象者数 

 

平成３０（２０１８）年度における特定保健指導の対象者数は、動機付け支援が 

２０５人、積極的支援が２８人と推計されます。 

 

◆特定保健指導の対象者数（推計）                  

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

動機付け支援対象者数 

４０歳～６４歳   男(人） 
７１  ７３  ７６  ７１   ６８  ６５  

動機付け支援対象者数 
４０歳～６４歳   女(人） 

４５  ４６  ４８  ４５ ４２  ３８  

動機付け支援対象者数 

６５歳～７４歳   男(人） 
１６８  １９３  ２１９  ２２９  ２３９  ２４３  

動機付け支援対象者数 
６５歳～７４歳   女(人） 

５８  ６７  ７７ ８０  ８４  ８８  

動機付け支援対象者数 

小計          (人） 
３４２  ３７９  ４２０  ４２５  ４３３  ４３４  

目標実施率      （％） ５０．０  ５５．０  ６０．０  ６０．０  ６０．０  ６０．０  

目標実施者数    男(人） １４３  １６６  １９２  １９５  ２００  ２００  

目標実施者数      女(人） ６２  ７１  ８１  ８１    ８２  ８２  

動機付支援目標対象者数計(人) ２０５  ２３７  ２７３  ２７６  ２８２  ２８２  

積極的支援対象者数 男(人)  ３５  ３７  ３８  ３６  ３４  ３２  

積極的支援対象者数 女(人)  １１  １２  １２  １１  １０  ９  

積極的支援対象者数  (人) ４６  ４９  ５０  ４７  ４４  ４１  

目標実施率      （％） ６０．０  ６２．５  ６５．０  ６５．０  ６５．０  ６５．０  

目標実施者数    男（人） ２１  ２３  ２５  ２３  ２２  ２１  

目標実施者数     女(人)   ７    ８    ８    ７     ７ ６  

積極的支援目標対象者数計（人） ２８  ３１  ３３  ３０  ２９  ２７  
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３．市全体における特定保健指導の対象者数 

 

平成３０（２０１８）年度の市全体における特定保健指導の対象者数は５，０７３

人で、２０２３年度は４，５８４人と推計されます。 

 

◆市全体における特定保健指導の対象者数（推計）                  

  
平成 30年度 

(2018年度） 

平成 31年度 

(2019)年度 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

住民基本台帳 

人口（人） 
４４，３７８ ４４，１９９ ４４，１２７ ４４，０００ ４３，８７３ ４３，７４６ 

目標減少率

（％） 
１７．０ １８．６ ２０．２ ２１．８ ２３．４ ２５．０ 

目標該当者数

（人） 
５，０７３ ４，９７５ ４，８７７ ４，７８０ ４，６８２ ４，５８４ 
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第３章  特定健康診査等の実施方法 

 

１ 特定健康診査等の実施に係る基本的な事項 

 

① 実施場所について 

・特定健康診査 

集団健診は、氏家保健センター及び喜連川保健センターの２ヶ所で実施しま

す。人間ドックは、市と契約する医療機関で実施します。 

 

 ・特定保健指導 

動機付け支援、積極的支援ともに外部委託により実施し、氏家保健センター

及び喜連川保健センターの２ヶ所で実施します。 

  

② 実施項目について 

・特定健康診査の実施項目 

厚生労働省の定める法定項目を実施する。但し、人間ドックについては特定 

健康診査と項目を調整して実施します。 

 

項  目 検 査 項 目 

基本的な健診 

身体計測（身長、体重、腹囲、ＢＭＩ） 

検尿（尿糖、尿蛋白） 

血圧測定、問診（服薬歴、喫煙等の状況調査） 

脂質検査（中性脂肪、ＬＤＬコレステロール、ＨＤＬコレステロール） 

肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

血糖検査（空腹時血糖） 

理学的検査（医師の診断） 

詳細な健診 

貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 

心電図検査 

眼底検査 

血清クレアチニン検査 

追加健診 
総コレステロール、ヘモグロビン A１ｃ、尿酸検査 

尿潜血、ウロビリノーゲン 

 

 ・特定保健指導の実施項目及び対象者の抽出の方法 

   動機付け支援については、健診の結果相談時に委託先担当者による個別面接と

し、支援は１回で完了までの期間は３ヶ月として実績評価を行います。健診結果

を踏まえ、喫煙習慣や運動習慣、食習慣、その他の生活習慣の状況を把握するこ

ととともに、対象者本人が改善すべき点を自覚し、自らが目標を設定し行動に移

せる内容とします。 

   積極的支援については、健診の結果相談時に委託先担当者による個別面接の支

援を行い、対象者ごとに行動計画を作成し、その後委託先により適宜３ヶ月程度

の継続的支援を実施します。 

健診結果を踏まえ喫煙習慣、運動習慣、食習慣、その他生活習慣の状況を把 
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握し、特定健診の結果及びその経過について対象者本人が変化を確認し理解でき

るような支援をし、将来を含めた生活形態を明確にした上で具体的な行動目標を

対象者が選択できる内容とします。 

支援者は対象者が目標を達成するために必要な支援計画を立て、行動を継続で

きるよう支援計画に基づき継続的に支援し、終了後においても改善した行動を持

続するような意識付けをします。 

なお、対象者の抽出は、厚生労働省の告示の基準に従って階層化を行い特定保

健指導を実施します。  

 

③ 実施時期・期間 

・特定健康診査 

   毎年度５月～翌年度３月を実施期間とします。 

 

・特定保健指導 

   毎年度６月～１２月を着手時期として実施します。    

 

２ 外部委託の考え方について 

 

① 外部委託の有無 

・特定健康診査 

集団健診については、受付業務を含め健診業務を外部委託し、予約事務につ

いては市が実施します。人間ドックについては、保険高齢課において申請を受

付し、市と契約する医療機関で実施します。 

 

・特定保健指導 

動機付け支援、積極的支援ともに外部委託で実施します。健診の結果相談時 

に委託先担当者により実施し、その後の支援も外部委託とします。 

 

② 外部委託契約の契約形態 

外部委託者との個別契約により実施します。人間ドックについては、契約希望

健診機関との個別契約により実施します。 

 

③ 外部委託者の選定についての考え方 

厚生労働省の告示に定める基準に適合した外部委託者を選定する。競争入札と 

して、特定健診、特定保健指導とも一括入札とします。 

 

④ 代行機関の利用 

データの送信事務及び費用の決済は、国民健康保険団体連合会に委託します。 

人間ドックについては、個別健診機関ごとの対応とします。 
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３ 事業主健診等の健診受診者のデータ収集方法 

 

・比較的多くの被保険者に事業主健診を実施している事業所 

  高齢者の医療の確保に関する法第２７条の規定に基づき、事業主にデータの

写しの提供を求めます。 

  特定健診項目に関する健診データの提供（紙ベース）を１２月までに受ける。  

実施に当たっては、協定を締結します。 

                               

・少数の被保険者に事業主健診を実施している事業所 

    事業所において、１～２名程度の事業主健診しか行っていない場合には、周

知により、本人からデータの提供を受けるものとします。 

 

４ 受診券・利用券について 

 

・交付時期 

    特定健康診査受診券 

     ６月 特定健診対象者全員に、特定健診受診券を送付します。 

 

    特定保健指導利用券 

     ６月～翌年３月 

 

  ・発券方法 

国民健康保険団体連合会に委託し、作成後に郵送で発送します。年度途中の

国民健康保険加入や受診券の紛失等による再発行は、特定健診データ管理シス

テムより、保険高齢課において発行します。 

 

５ 周知や案内の方法 

    

   広報紙及び市のホームページへの掲載と併せて、集団健診の申込書に記載して

周知します。 

 

６ 受診勧奨 

   受診券の発送後、一定の期間が経過した時点で未受診者に対し、受診勧奨を行

います。 
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７ 年間スケジュール 

 

項 目 実施時期 内   容 

契

約 

入  札 

委託契約 

９月～１０月 

１０月 

債務負担行為による次年度委託機関の入札 

特定健診・特定保健指導の委託契約 

特

定

健

診 

健診申込受付 

受診券発行 

健診実施 

データ受取 

受診勧奨 

１月  

６月 

６月～１１月 

７月～１２月 

８月～１０月 

特定健診及びがん検診等その他健診の受付 

対象者に対し一斉発行 

集団健診の実施 

健診結果データの受領 

未受診者への勧奨 

保

健

指

導 

対象者の抽出 

利用券の発行 

データ受取 

６月～１２月 

６月～１２月 

１月～１２月 

健診結果に基づいた対象者の抽出 

結果相談会の実施に合わせた利用券の発行 

効果判定（測定）データの取得 

そ

の

他 

費用決済 

次年度の事業

計画策定 

その他 

６月 ～ ３月 

１２月～３月 

 

４月 ～ ３月 

健診・保健指導の費用の支払 

前年度の実施内容の評価及び次年度の特定

健診実施計画の検討 

必要に応じた事務処理、作業等 
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第４章  個人情報の保護 

 

１ 記録の保存方法、保存体制、外部委託の有無等について 

 

特定健康診査のデータについては、特定健康診査の委託先から代行機関である国

民健康保険団体連合会に送信され、代行機関の委託先のサーバと健康増進課の健康

管理システムに保存します。市における保管分については、電子データはさくら市

個人情報保護条例等に従い管理します。紙ベースの記録については所定の保管場所

で管理します。 

  特定保健指導のデータについては委託機関により特定保健指導を実施し、電子デ

ータ化して代行機関である国民健康保険団体連合会に送付します。 

 

個人情報の保護については契約締結時に遵守事項を定めるものとします。国民健

康保険団体連合会への委託については、契約締結時に遵守事項を定めるものとしま

す。 

 

  事業管理責任者は保険高齢課国保係長、及び健康増進課健康増進係長とします。

その他の役割については図に示すとおりとします。 

 

 

 

  管理体制図 

 

管理監督者 

市民福祉部長 

 

 

管理責任者 

保険高齢課長 

健康増進課長 

 

 

事業管理責任者 

保険高齢課 

国保係長 

 

 

 

事業実施責任者 

健康増進課 

健康増進係長 

 

 

資格データ管理 

国保係 

健康増進係 

健診データ管理 

健康増進係 

国保係 
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２ 保存年限及び保存年限経過後の取扱い 

保存年限は原則５年間とし、保存年限終了後も当面の間データを保管します。 

保管期限経過後または資格喪失時に希望する場合は、媒体を渡し、翌年度末に 

消去・廃棄します。 

 

３ 管理ルールについて 

さくら市個人情報保護条例、情報セキュリティポリシーに基づき適切に個人

情報を管理します。 

   委託先に対しても庁内の個人情報保護ルールに準じて、契約時の遵守事項を

定めるものとします。 

 

 

第５章  特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

  特定健康診査等実施計画の策定や見直しを行ったときは、その都度ホームペー

ジ上で公表します。 

  また、特定健康診査等の趣旨の普及・啓発等は、適宜に市広報紙及びホームペ

ージに掲載します。 

 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

 

１ 計画の評価について 

 

特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該

当者及び予備群の減少率について、国の定める方法に従って評価を行います。 

 

評価の時期については毎年１月に前年度の計画達成状況の評価を行うものとし

ます。なお２０２０年度には中間評価を、計画期間終了後には最終評価を併せて

行うことします。 

  

２ 計画の見直しについて 

 

計画の見直しは、毎年２月に保険高齢課と健康増進課にて見直しについての検

討を行い、見直しの必要があると認めるときは、さくら市国民健康保険運営協議

会に報告の上で見直しを行うものとします。 

 

 

第７章 その他 

 

特定健康診査等の円滑な実施を確保するため、保険者が必要と認める事項は、

被保険者の利便性を考慮し、集団健診をがん検診等と同時に実施します。 



 


